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はじめに 

前回の 2019 年ᗘ（令和ඖ年ᗘ）有床診療所委員会答申において、ᡃが国の

中長ᮇⓗにぢた地域医療には、地域の人ཱྀ構ᡂ・医療事を㋃まえ、2025 年

問㢟ࡸ 2040 年問㢟をり㉺え、ࡑの地域にྜࡗた「⾤࡙くり」の中ᚰとして、

地域ఫẸからᮇᚅされる有床診療所をዴఱに⸽らࡏるかについて強調した。 

 

今、新ᆺコロナ࢘イࣝࢫ感ᰁのୡ⏺ⓗなὶ行、ࡑしてᗘ重なる地㟈・Ỉᐖ

➼による⮬↛⅏ᐖの⊛ጾにより、有床診療所が地域医療提供体制を支えるた

めには、平時のみでなく有事においてࡶఱをすきかとの問㢟提㉳がなされ

ている。 

 

全国の有床診療所は、Ⓨ⇕外᮶ࢡ࣡ࡸチン᥋✀、宿Ἡ療㣴ᝈ者、⮬Ꮿᚅ機・

⮬Ꮿ療㣴者への 診➼の外᮶機能ࡔけでなく、コロナ感ᰁᑐᛂ基ᖿ病院の

後方支援病床として入院機能をⓎし、地域に㌟㏆なかかりつけ医としてඛ

ᑟⓗな役割を果たしてきた。 

 

平時ࡶ有時においてࡶ、かかりつけ医としての㌟㏆な病床をά⏝し、ᝈ者中

ᚰの医療のᐇ現を目ᣦすことが重要である。 

ᝈ者のۃ、体制ࣉッࢡッࣂ有事のۃ、人員確保へのᢞ㈨ۃ、のためにはࡑ

病ែにᛂじたホ౯、ۃ病院・診療所ྠኈ➼の連携の後ᢲし、ۃICT 化の支援➼
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を国・都道ᗓ県にồめていくᚲ要がある。また、人ཱྀ減ᑡ・ᑡᏊ高齢化社会の

中で、病院とは異なるᰂ㌾な病床機能体系の確❧についてࡶ検討すきでは

ないࢁࡔうか。 

地域医療提供体制を支えるためには、地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣの中での⾤࡙

くりにዴఱに㈉⊩していくのか、ࡑして、地域ఫẸ（国Ẹ）が有床診療所に、

ఱをᮇᚅしているのかを⪃ᐹし、ࡑれにうᛂえていくのか、᭦にࡑれをう

ホ౯していくのかについて検討を重ね、ここに答申する。 
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第 1 章 有床診療所と新型コロナウイルス感染症の流行 

1�1 有床診療所ࡀᯝࡍࡓᙺ 

有床診療所は24時㛫の診療体制を持ࡕ、今⯡のコロナ禍ではⓎ⇕外᮶ࡸPC5

検査➼の診療ᑐᛂを行うととࡶに、在Ꮿ療㣴者にᑐしてࡶ 診➼で 24 時㛫ᑐ

ᛂしている。また、ࡑの入院機能をάかし、後方病床として㝜性化したᝈ者の

受け入れ➼でά⏝されうる。 

✀の役割を果たしてきた。個ู᥋ࡑ、ከくの施設でᐇ施されࡶ✀チン᥋ࢡ࣡

は全体の 7 割でᐇ施され、うࡕෆ科系施設では 9 割が院ෆと在Ꮿでᐇ施され

ている。㞟ᅋ᥋✀ࡸ職域᥋✀については、有床診療所の≉性を⏕かし、医師 1

㹼2 ྡと看護職員➼⣙ 3 ྡで㐌に平ᆒ 4 時㛫前後ᑐᛂしており、日本国全体の

コロナ禍ᑐᛂの中で果たしている有床診療所の役割は༑分にホ౯されるき

である。1 

 

 

1�2 コロナ⚝にࡿࡅ࠾有床診療所のᶵ⬟に࠸ࡘて 

新ᆺ感ᰁにᑐᛂできる有床診療所は、₯在能力を持つࡶのྵࡶめ、Ỵして

ᑡなくはない。新ᆺコロナに㛵する有床診療所の診療機能に㛵して、診療・検

査医療機㛵のᣦᐃを受けている施設は 32�7㸣であり、Ⓨ⇕外᮶をᐇ施してい

る施設が 39�3㸣、検査をᐇ施している施設が 60�7㸣であࡗた 1。これらのᩘ

 
1 日医⥲◊࣮࣡࢟ング1࣮ࣃ࣮࣌R�461 （2021 年 9 月 28 日）「2021 年ᗘ有床診療所の現状調査」 
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Ꮠは、一ぢ高くないようにぢえるが、回答施設の要診療科のうࡕෆ科は

38�4㸣であり、眼科ࡸ産፬人科、整形外科➼の専㛛医療をᢸうከくの有床診療

所の回答ࡏࢃྜࡶた全体での割ྜであることにὀ目すきである。 

ている施設はࡗチンの個ู᥋✀を行ࢡ࣡ 68�9㸣であࡗた。また、新ᆺコロ

ナᑐᛂ病院から回後のᝈ者を受け入れた施設が 3�6㸣であࡗた。なお、日医

の調査時ᮇは࣮ࣃ࣮࣌ング࣮࢟࣡◊⥲ 2021 年 7 月のため、ࡑの後の第 5 Ἴで

は᭦に受け入れが広がࡗたとᛮࢃれる。 

なお、有床診療所が感ᰁ者増加時に入院機能を有するのにᚲ要な᮲௳をぢ

ると、⃰ ཌ᥋ゐ者となࡗた⮬Ꮿᚅ機職員の⿵（54�9㸣）、ື ⥺の確保（53�5㸣）、

入院ᝈ者の⾨⏕⟶理ࡸ療㣴支援のための人材確保（52�3㸣）、㝧性者の㌿院ඛ

の確保（42�5㸣）、ࢽ࣮ࢰングをྵむ感ᰁᑐ策の知㆑の⩦得（41�7㸣）であ

たࡗ 1。これらの᮲௳をࣜࢡするための国➼の支援と、ᛴ性ᮇ療を終えた

回ᮇᝈ者をᘬき受けるための病院との連携࣮ࣝࢺの構築ができれࡤ、有床

診療所は᭦なるά㌍がᮇᚅされる。  
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1�3 コロナ⚝にࡿࡅ࠾地域㐃ᦠのᙉに࠸ࡘて 

第 5 Ἴでࡑのᅔ㞴さがᾋき᙮りとなࡗた⮬Ꮿ療㣴者への支援については、

まࡎは保健所ࡸ地域行ᨻとのᝈ者報のඹ有をྵめた連携機能の強化がồめ

られる。本感ᰁが2㢮のᣦᐃ感ᰁである㝈り⟶理体は保健所となるが、

保健所⟶理ୗであࡗてࡶ医療機㛵がしࡗかりと医療支援を継続できるような

体制が構築されるきである。2040 年（令和 22 年）にྥけて地域ໟᣓࢩࢣ

と在Ꮿ医療をྵむかかりつけ医機能をはじめとした地域医療のᐇが࣒ࢸࢫ

ㅻࢃれてきたが、新ᆺコロナの⮬Ꮿ療㣴者にᑐして、ࡑして᭦には 2040 年に

ྥけて、一⯡診療所ࡸ在Ꮿ医療をᢸう医療機㛵との連携強化がᚲ㡲である。ࡑ

して、これらのࣈࣁとなる機能は病床を有する地域ᐦ╔ᆺの有床診療所がᢸ

うのが理ⓗである。
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1�� コロナ⚝にࣛࣥ࢜ࡿࡅ࠾イࣥ診療 

現状、コロナ禍での時㝈ⓗ・≉ⓗᑐᛂとしてオンライン診療のึ診がᐜㄆ

されているが、時㝈ⓗ・≉ⓗᑐᛂ終後に、平時のᑐ面診療におけるᏳ全性・

ಙ㢗性とのẚ㍑検ドがᚲ要である。 

オンライン診療は、ᑟ入コࢺࢫが高㢠、ᑐ面診療とẚ㍑して診療報㓘Ⅼᩘが

పい、病状ホ౯ࡸ療継続のุ᩿が㞴しい➼といࡗたㄢ㢟がある一方で、コロ

ナ禍においては感ᰁண㜵の有ຠなᡭẁとなり得、コロナ禍௨外でࡶ一部の

ᝈ➼には有ຠとなり得る。 

有床診療所としてࡶ、ཌ⏕ປ働┬「オンライン診療の㐺ษなᐇ施に㛵するᣦ

㔪」ࡸ医師ྥけの◊ಟ➼を通じてオンライン診療の長所と▷所を理解し、⮬院

の≉ᚩにᛂじて、ᑟ入を検討することࡶ重要と⪃える。Ᏻ全を༑分にᢸ保した

上で、オンライン化したうがຠ⋡ⓗなࡶのはオンライン診療でᑐᛂするこ

とで、有床診療所ෆのコ業務に人員を㞟⣙でき、新ᆺコロナへのᑐᛂ➼によ

る人材㊊を⿵える可能性ࡶある。 

新ᆺコロナࡑࡸれ௨外の入院医療に㝿してのオンライン診療のά⏝とし

て、入院ᝈ者を科の医療機㛵へ受診さࡏたいሙ （ྜ科受診）にオンライン

診療で行う方法が⪃えられる。前㏙のᣦ㔪には医ྠᖍのࡶとの医療機

㛵の医師がオンライン診療を行う ' WR P ZLWK ' がㄆめられている。コロナ

禍における入院ᝈ者の外ฟは、ᝈ者の㌟体状況ࡸきῧいするᐙ᪘の都ྜ➼

で制⣙がከく、感ᰁண㜵のほⅬからࡶ㑊けたいࡶのである。2021 年 6 月 18 日
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に㛶議Ỵᐃされたつ制改革ᐇ施計画では、オンライン診療のึ診はཎ๎、かか

りつけ医とされているࡶのの、かかりつけ医௨外の医師があらかじめ診療㘓、

診療報提供᭩➼でᝈ者の状ែをᢕᥱできるሙྜྵࡶめて検討することとさ

れている。有床診療所の入院ᝈ者であれࡤ、医師ࡸ看護職員がྠకした状況で

の受診が可能である。ึ診であࡗてࡶ事前にᢸᙜ医に༑分な報を提供しࡸ

すく、検討に್するのではないか。なお、この取⤌については、全国ྛ地の有

床診療所がཧ㞟して、医とオンライン診療を行うഃの医師とで、有床診療

所のࡑれࡒれのඛ⏕方の専㛛知㆑をάかしたࢿッࢡ࣮࣡ࢺを構築することࡶ

検討のవ地がある。おいが有床診療所であることは、診療時㛫をྜࡸࡏࢃす

いことࡸ、院ෆの事ࡶ᥎し㔞りࡸすい➼の࣓ࣜッࡶࢺある。 

一方でオンライン診療のᑟ入・ᬑཬにあたࡗては、前㏙したとおりㄢ㢟ࡶከ

い。オンライン診療が㐺ษでないሙྜは㏿ࡸかに中Ṇし、ᑐ面診療にษり᭰え

る➼の事前承ㅙࡸ体制整備、ᑀなインࢻ࣒࣮࢛ࣇコンࢭンࢺのᚭᗏ、医療Ᏻ

全ᑐ策と報ࢸࣜࣗ࢟ࢭᑐ策、ࢧイ࣮ࣂᨷᧁにᑐᛂできる職員の㣴ᡂࡸ「オ

ンライン㈨᱁確ㄆ」についてࡶ༑分な検討がᚲ要である➼、Ᏻ全で㉁の高い医

療の提供のため、༑分な体制࡙くりがồめられる。 
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第 2 章 全世代型地域包括ケアシステムの中核としての有床診療所 

2�1 中核とࡾ࡞ᚓࡿ有床診療所 

ᡓ後医療の中核をᡂしていた有床診療所は㏆年減ᑡの一㏵をたり、2021

年（令和 3 年）4 月には全国で 6�500 施設を割ࡗている。しかし、⪃えように

よࡗては౫↛として 6�000 ௨上の医療機㛵が地域にᐦ╔してᖜ広くάືして

おり、「社会ⓗඹ通㈨本としての医療」の一➃をしࡗかりᢸࡗているとࡶ言え

る。 

人はㄡしࡶ高齢になれࡤ体がືかなくなり病Ẽがࡕになる。今までは病Ẽ

は医療機㛵で、護は護施設でࡑれࡒれ行えࡤよいと⪃えられていた。しか

し、病Ẽがཎᅉで護がᚲ要になり、㏫に要護者が病Ẽになるように、医療

と護は」ྜ化する。このようなときにㄡがうືき、な問㢟解Ỵにあた

るのか、ㄡが中ᚰにいれࡤ≀事がに進むのか。ࡑこで本委員会としては有

床診療所こࡑがࡑの中ᚰⓗ役割をᢸうにࡩさࢃしい施設であるとᙇする。 

有床診療所は、「在Ꮿ医療のᣐⅬ」「⥭ᛴ時ᑐᛂ」「病院からの᪩ᮇ㏥院ᝈ者

の在Ꮿ・護施設への受けΏし」「終ᮎᮇ医療」➼の機能を持ࡕ、地域ໟᣓࢣ

の有ຠά⏝がより一ᒙᮇࡑ、の中核としての役割をᢸい得るため࣒ࢸࢫࢩ

ᚅされている。 

ᐇ㝿に、2021 年調査 1において、地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣの中で中核ⓗ医療機

能を果たしていると㏉答した施設は全体で 3 割௨上、ෆ科系で 4 割௨上を༨

めている。 
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地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣの構築においては医療・護・ண㜵・ఫまい・⏕ά支

援がໟᣓⓗに確保される体制がᚲ要となり、ㄆ知高齢者の増加がぢ㎸まれ

ることから地域で支えることが重要とされた。また、高齢化の進ᒎ状況には

きな地域ᕪがあるため、体は保㝤者であるᕷ⏫ᮧࡸ都道ᗓ県であるとし、地

域の⮬性ࡸ体性に基࡙き、地域の≉性にᛂじた制ᗘができるとᮇᚅされ

た。しかし、現状では一部の地域ではඛ行しているが日本全国に広まりᐃ╔し

つつあるとはいいがたい。ࡑれは࣒ࢸࢫࢩの核になるࡶのがないことࡶ一ᅉ

である。 

要護者をにᢸᙜしているのは護施設である。ࡑのᢏ⾡のྥ上は目を

ぢᙇるࡶのがあり⏝者の‶㊊ᗘは高い。しかし、⏝者は要護ㄆᐃを受け

護ᗘにᛂじたࢫࣅ࣮ࢧ計画᭩に基࡙いてしかࢫࣅ࣮ࢧを受けられない。ま

た、医療提供施設ではないため、ᛴなⓎ⇕でࡶᑐᛂにⱞ៖するとこࢁがከい。

一方で、病院では、提供する医療が専㛛≉化し、៏ 性ᝈよりࡶᛴ性ᮇにࣇࢩ

 。するഴྥが強いࢺ

ここに、有床診療所のฟ␒がある。えࡤ、今、ㄢ㢟として╔目されてい

るࣞࣇイࣝでは、要護ㄆᐃの㝿には⮬❧ࡸ要支援とされ、ᚲ要な護支援・

援ຓが受けられないがみられるが、このような医療と護の㛫にいる人ࠎ

にᑐして有床診療所がά⏝できる。また、護現ሙでኪ㛫に医療がᚲ要になࡗ

た㝿に、2 次ᩆᛴ௨上でのᑐᛂとなることがከいが、有床診療所のά⏝により、

病院のᩆᛴ医療の⑂ᘢにṑṆめをかけることができる。 
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また、有床診療所の≉ᚩとしては、 

1）入院医療ࡶᢸࡗているため職員が常㥔しており 24 時㛫ᑐᛂが可能 

2）病状ᝏ化ࡸ長ᮇ療㣴、ࣞࣃࢫイࢺ➼ᵝࠎな状ែにᑐし入院ᑐᛂ可能 

3）保㝤診療として、護計画を❧てるᚲ要がなく㎿㏿にᑐᛂ可能 

4）一ᐃ⛬ᗘのᩆᛴに༑分ᑐᛂ可能 

➼がᣲげられ、地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣでồめられている医療と護をࣂ࢝

࣮している。ཌ⏕ປ働┬ࡶこのことをㄆめ有床診療所に地域ໟᣓࣝࢹࣔࢣ

を提ၐしている2。 

また、ఫみ័れた⾤で最ᮇまでඖẼでᬽらすという地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣ

は、ࡶとࡶとに高齢者ྥけであࡗたが、ᐙ᪘・地域社会のኚᐜとࢬ࣮ࢽのከ

ᵝ化、ᚲ要な支援の」㞧化を理⏤に地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣを全ୡ代ᆺにⓎᒎ

さࡏることとされた。今までの地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣでࢬ࣮ࢽࡶにྜࡏࢃた

護計画を❧てることはᐜ᫆ではなかࡗたが、守備⠊ᅖがさらに広がり、調整

は㞴するࡶのとᛮࢃれる。 

現在、ࡑしてこれからの有床診療所の役割は、ከ職✀のࣃイࣉ役として、ࢣ

と連携した要護者の健ᗣ⟶理、かかりつけ医としてのᝈ者➼࣮ࣕࢪࢿマ

の療と健ᗣ増進、⥭ᛴ時ᑐᛂとしての一ᐃ⛬ᗘのᩆᛴ医療での入院療ࡸ

 診、ࡑして在Ꮿ・施設での看取り➼、ᵝࠎなሙ面でのᑐᛂがあり、あらࡺる

ୡ代からのồめにᛂえきれると⪃える。可能な㝈りఫみ័れた地域で⮬分ら

 
2 2017 年 11 月 17 日第 371 回中医協⥲会㈨ᩱ 
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しいᬽらしを人⏕の最ᮇまでᏳᚰして続けられるようにこの地域のᮇᚅにᛂ

えられる存在になるきと⪃える。 

全ୡ代ᆺ地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣでは障ᐖ者・ඣ、⏕άᅔ❓者ྵࡶめてᑐᛂす

るᚲ要がある。ࡑれらの医療ࢬ࣮ࢽはከᵝであり、ࡑれࡒれの病ࡸ障ᐖ➼に

ᛂじて、個ࠎにᑐᛂするᚲ要がある。これは、医師にしかできない重な役割

であることをᛀれてはならࡎ、医師の⏕ᾭᩍ⫱のࡦとつとして常にᏛࡧ続け

ていかなけれࡤならない。 
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2�2 ,&7 と有床診療所 

㉁の高い医療提供体制およࡧ地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣの構築のためには、医

療・護における㛵ಀ者㛫での㐺時㐺ษな報ඹ有が可Ḟであり、ࡑれには

ICT のά⏝がኚ有ຠである。ICT のά⏝により、ᝈ者に㛵する㇏ᐩな報を

ඹ有し状ែにྜࡗた㉁の高い医療を提供できること、ᛴ性ᮇ医療から回ᮇ

医療、在Ꮿ医療、護への移行がにᐇ施されること、重検査ࡸ㐣ᢞ⸆

が㑊けられᝈ者㈇ᢸࡶ㍍減されること➼がᮇᚅできる。 

ᛴᝈᑐᛂ、在Ꮿ医療のᣐⅬ、終ᮎᮇの看取り、ࣞ にᑐᛂする有床➼ࢺイࣃࢫ

診療所にとࡗて、ICT のά⏝はᚲ㡲といえる。基ᖿ病院で⢭ᐦ検査を受けた後、

かかりつけ医でࡶ検査結果をඹ有できる、病院から㌿院する㝿に、㌿院ඛで㐣

ཤの療Ṕࡸ入院中の経㐣➼をヲしくᢕᥱすることができる➼、ICT ᢏ⾡をά

⏝し診療報の連携・ඹ有を行うことによࡗて、ษれ目なくᐦで、㎿㏿かつ㐺

ษな医療をᐇ現でき、地域の医療㛵連施設と連携している有床診療所として

 。よりᰂ㌾なᑐᛂが可能となる、ࡶ

また、有床診療所では、在Ꮿ療㣴ではᑐᛂがᅔ㞴なᝈ者の入院をᩘከく受け

入れている。ICT ᢏ⾡をά⏝した地域医療連携ࢿッࢡ࣮࣡ࢺを⏝いた病床の有

ຠ⏝のために、有床診療所の✵床報をࣜࢱࣝイ࣒にⓎಙできれࡤ、より

な病診連携・診診連携が可能となり、地域医療のᐇにつながる。 

まࡎはྛ地域における医療護連携ࢿッࢡ࣮࣡ࢺの構築およࡧ整備がồめ

られるととࡶに、有床診療所が地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣの中核をᢸうᣐⅬとし
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てࡑの機能を強化・Ⓨするために、地域の医療護連携ࢿッࢡ࣮࣡ࢺへの✚

ᴟⓗなཧ加がᚲ要となる。  
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2�3 有床診療所のᏑᅾとᙺに࠸ࡘての⌮ゎࢆ㡬ࡃ㔜せᛶ 

今、地域の医師にồめられるࡶのは高⾑ᅽࡸ⢾ᒀ病➼の医療はࢇࢁࡕࡶで

あるが、⏕άにᚲ要なձ㣗事・ἥの能力の⥔持㺃ྥ上（いかに㣗、ᄟୗし

ᾘ化྾収後にἥをするか）、ղ日常⏕ά能力の⥔持（ࣜࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁン：

るか、⠂を持から㉳き上がれるか、人をࢻッ࣋、イࣞまで移ືできるかࢺ

てるか、࣮ࣉࢫンでཱྀまで㐠るか）➼へのᑐᛂであり、にճㄆ知ᑐᛂと

しては、ᐙ᪘・護者の┦ㄯにりᏳを解ᾘすること➼がある。 

これらの事にព㆑をྥけてᚰを㓄ࡗていてࡶ、の職✀とព㆑のඹ有がで

きていなけれࡤ連携ࡶఱࡶできない。有床診療所の≉ᚩをࢣマࡸ࣮ࣕࢪࢿ

護ࢫࣅ࣮ࢧ提供者に広くఏえていくᚲ要がある。 

病院㏥院後に護ࢫࣅ࣮ࢧが༑分に受けられないࡸࢫ࣮ࢣ、㏥院後直ࡕに

在Ꮿにᡠࡗたり護ࢫࣅ࣮ࢧに⧅がるとᝈ者の社会ⓗࣜࣜࣅࣁの㈇Ⲵが重す

では、㛫に有床診療所が㛵することをࢫ࣮ࢣのようなࡑ。あるࡶࢫ࣮ࢣるࡂ

病院㛵ಀ者に࣮ࣝࣆすることが重要である。 

 。うఏえていくか、ල体ⓗな࿘知方法を⪃えᐇ㊶していくᚲ要がある

まࡎ、医師個人としてはࢣマ࣮ࣕࢪࢿへのㄝ᫂、⮬院のࢪ࣮࣒࣮࣌࣍での

ෆ、地域ఫẸࡸ医療㛵ಀ者の㞟まりへのฟ前ㅮᗙ➼が⪃えられる。施設༢

としては㒆ᕷ༊医師会ྛࡸ都道ᗓ県医師会のࢪ࣮࣒࣮࣌࣍➼にᥖ㍕を౫㢗し

て有床診療所の報を提供することࡸ、行ᨻの広報紙ࡸ地域コࢸࢽ࣑ࣗ

報をⓎಙする࣓ࢹ、᭦にはマࢹ࣓ࢫに取り上げてࡶらう➼の方法が
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⪃えられる。これらのάືは個ࠎの施設のᐉఏとするࡔけではなく、ྛ 地域の

有床診療所全体のㄆ知ᗘのྥ上に⧅がるよう、Ṍ調をᥞえるための検討ࡶ重

要である。 

また、2018 年（平ᡂ 30 年）4 月の有床診療所の病床設置に㛵する≉改正

により、ᒆฟにより病床設置が可能な診療所の⠊ᅖ➼がぢ直され、地域ໟᣓࢣ

の構築のために一ᐃの機能を有し、ᚲ要な診療所としてㄆめられ࣒ࢸࢫࢩ

るࡶのࡶᑐ㇟とされることとなࡗた。新たに病床を整備するணᐃの医療機㛵

に㛵しては地域医療構調整会議で検討されるため、調整会議のά性化とᣦ

ᑟⓗ役割をᢸうྛ都道ᗓ県医師会の有床診療所への支援がますます重要とな

る。 
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2�� ♫会ಖ㞀ࢆᏲࡓࡿめのᴗ継⥆ィ⏬㸦%&3㸧 

ᏊࡸࡶᏊ⫱てୡ代をྵめた全ୡ代ᆺ地域ໟᣓࡸ࣒ࢸࢫࢩࢣ社会保障の

どⅬから、⮬↛⅏ᐖをはじめとする有事の㝿には高齢者、ᑠඣ、障ᐖ者・ඣ、

ዷ፬➼の「⅏ᐖ要㓄៖者」を守り、支援することがษになる。ኪを問ࡎࢃ

ఫẸにᐤりῧう医療をᒎ開している有床診療所の果たすき役割はきい。 

⅏ᐖ時に取り⤌む医療支援άືは医療法、⅏ᐖᑐ策基本法ࡑして⅏ᐖᩆຓ

法の 3 法が基本となるが、医療法に基࡙く医療計画は、㐺ᐅ改正が行ࢃれて

きた。コロナ禍の中で、2021 年 5 月 21 日にᡂ❧した「良㉁かつ㐺ษな医療を

ຠ⋡ⓗに提供する体制の確保を᥎進するための医療法➼の一部改正」により、

いࡺࢃる 5 病 5 事業に新⯆感ᰁ➼ᑐ策が㏣加された。2024 年 4 月 1 日か

ら開ጞされる第 8 次医療計画は、5 病と 6 事業となる。 

有事（感ᰁをྵむ⅏ᐖ➼）に備え、ྛ の有床診療所は平⣲から人材㣴ᡂࠎ

と PP( の‽備・計画、また、BCP（事業継続計画）・BC0（業務継続マ࣓ࢪࢿン

。ならないࡤ行ᨻとの連携体制の整備にດめなけれࡸの策ᐃと、基ᖿ病院（ࢺ

BCP に㛵しては、「護施設・事業所における新ᆺコロナ࢘イࣝࢫ感ᰁⓎ⏕

時の業務継続࢞イࢻライン」（ཌ⏕ປ働┬）をά⏝した護施設・事業ే設の

有床診療所では᪤に⩦⇍していることと᥎ᐹされる。ྛࠎの有床診療所にお

いて「BCP の⪃え方に基࡙いた病院⅏ᐖᑐᛂ計画సᡂのᡭᘬき」（ཌ⏕ປ働┬、

2013 年 9 月）ࡸ中ᑠ業ᗇ BCP ラインをཧ⪃にしࢻイ࢞ᗇの┬ྛ、➼ࢻイ࢞

て、平時から体制整備、人材を㣴ᡂしておくことが望ましい。日本医師会には、



�� 

BCP にᑐするᣦᑟ、医療機㛵の㜵⅏・減⅏ᑐ策の税制上の措置へのᑐᛂを要望

したい。
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第 3 章 有床診療所の経営の安定から承継まで 

3�1�1 有床診療所の経営 

有床診療所の病床を⥔持するためには入院に携ࢃる看護職員・護ኈの存

在が可Ḟであるが、現行の有床診療所入院基本ᩱでは༑分な人௳費を㈥う

には༑分であり、病院の病Ჷ看護師とྠỈ‽の⤥を࿊♧できࡎ有床診療

所の人材確保を一ᒙᅔ㞴にしている。このほⅬからࡶ有床診療所入院基本ᩱ

の㐺ษなᖜᘬき上げがᚲ要である。 

また、コロナ禍での経営ᐇែはཝしい。2020 年ᗘの経営状況はᖜにᝏ化

し、法人の医業護収┈（収入）減ᑡ、医業護┈ࡶ減ᑡ、人௳費ẚ⋡ࡶ上

᪼し、ᦆ┈分ᒱⅬẚ⋡ࡶᝏ化し、赤Ꮠ施設は 3 割を༨めている 1。人員確保・

きなㄢ㢟である。≉ⓗな税制措置を᭦に強化ࡶの確保⥺ືࡸングࢽ࣮ࢰ

し、また平時から感ᰁᑐ策にᑐしては病院に‽じた診療報㓘ᑐᛂがなされ

なけれࡤ有床診療所は持ࡕこたえられない状況にある。今後、人員のࣂッࢡ

ッࣉ体制ࡸ施設整備面➼、㐺正な⤌みの創設ࡶồめられる。 
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3�1�2 ᙉᅛ࡞経営ᇶ┙のᵓ⠏㸦ධቑຍに࠸ࡘて㸧 

有床診療所の収┈の※Ἠは入院およࡧ外᮶受診ᝈ者にᑐする医療の提供で

あり、経営ᡓ␎において中長ᮇⓗな人ཱྀືែ᥎計によるᝈ者ᩘのண はᴟめ

て重要である。全国ⓗな᥎計では、ᝈ者は 2030 年まで増加ഴྥであるが、ࡑ

の後は⦆ࡸかな減ᑡ㹼ᶓࡤいഴྥを♧し、2030 年から減ᑡഴྥを♧すとされ

ており、ྛ医療ᅪにおける医療㟂要はࡑの人ཱྀືែࡸ医療護提供体制➼を

基にヲ⣽に検討するᚲ要がある3。 

 

また、今ᮇの直㏆の状況ではコロナ禍により外᮶受診ᝈ者はⴭ᫂に減ᑡし、

ᚑ᮶より入院部㛛の赤Ꮠを外᮶部㛛で⿵ሸしている有床診療所の経営をさら

にᅔ㞴なࡶのにしている 1。これらᝈ者の受診ᢚ制ഴྥはᚎࠎに回している

が、コロナ禍の収᮰後のᝈ者受療行ືはኚ化し、減ᑡഴྥがより㢧ⴭになると

ᛮࢃれる4。地域医療における⮬院の存在ព義ࡸ≉ᚩを再確ㄆし、ᝈ者のみな

らࡎ連携する医療・護施設に報Ⓨಙしていくことが今まで௨上にồめら

れる。 

のうえで収┈を上げる方策としては、新たな医療ᢏ⾡・医療機ჾのᑟ入にࡑ

よる㞟ᝈか、地域医療に╀る₯在ⓗな医療・護ࢬ࣮ࢽを᥀り㉳こすことがᣲ

げられる。体力のある医療機㛵であれࡤ✚ᴟⓗなᢞ㈨による新ᢏ⾡・機ჾのᑟ

 
3 日本医師会地域医療報࣒ࢸࢫࢩ（-0$P） KWWSV���MPDS�MS� 
4 健ᗣ保㝤⤌ྜ連ྜ会「新ᆺコロナ࢘イࣝࢫ感ᰁᣑᮇにおける受診ព㆑調査報告᭩」（2021 年 3 月

29 日） KWWSV���ZZZ�NHQSRUHQ�FRP�SUHVV�2021-03-29-13-34�VKWPO 
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入でᝈ者増加をᮇᚅできようが、ከᩘの有床診療所の経営状況はⰾしいࡶ

のではなく有ຠなᡭ❧てがᡴてない状況にある 1。 

まࡎは前㏙の通り、地域における医療・護ࢬ࣮ࢽのᢕᥱである。有床診療

所にồめられる機能としては、ᛴ性ᮇ病院から㏥院したᝈ者の在Ꮿ・護施設

への受けΏし機能に加え、在Ꮿ医療のᣐⅬ、⥭ᛴ時へのᑐᛂ、終ᮎᮇ医療をᢸ

う機能がある。中長ᮇⓗな経営ᡓ␎としては地域における人ཱྀ構ᡂのኚ化を

ぢᤣえ、ࡑの中での⮬院の❧ࡕ置を再確ㄆし、提供できる医療・護ࣅ࣮ࢧ

の核となるのはᛴ性ᮇ病院から㏥ࡑ、ングしていくことでありࢽランࣉをࢫ

院したᝈ者の在Ꮿ・護施設への受けΏし機能である。 

次に、ᝈ者と医療護施設のマッチングへのᑐᛂである。㏆年ではྛ地域に

おける地域ໟᣓࢣ病Ჷ�病床�が増加し、ᚑ᮶の受けΏし機能にኚ化が⏕じ

てきている。ᛴ性ᮇを㞳⬺したᝈ者の状ែはከᵝでࡑのᐙᗞ⎔ቃࡶまた༓ᕪ

ูであるため、ᚲ要とする医療・護ࡶࢬ࣮ࢽከᵝとなるが、一方で、ࡑれ

らᝈ者を受け入れる医療・護施設のࡶࣝ࢟ࢫከᙬであり、ᝈ者・ᐙ᪘の࣮ࢽ

めたマッチングが重要となる。ከ職✀による連携会議➼でྵࡶᒃఫ地域ࡸࢬ

地域医療において┒ࢇに報が行ࢃれているが、ࡑの会議に要するマン

のであり、人௳費の高㦐➼を⪃៖すると、マッチングに要すࡶは┦ᙜな࣮࣡ࣃ

るປ力のྜ理化は経営基盤強化のためᚲ㡲である。 

とᝈ者・ᐙ᪘のồめるࢫࣅ࣮ࢧのᑐ策として医療・護施設が提供できるࡑ

の開Ⓨが進めら࣒ࢸࢫࢩ化し$Iによるマッチングࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹとをࢫࣅ࣮ࢧ
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れることにᮇᚅする。日本医師会は「日本医師会$Iࣝࢱࣆࢫ࣍᥎進ࢭン࣮ࢱ」

を❧ࡕ上げ医療 $I の機能の中でࡑ、構を提♧しているが࣒࣮࢛ࣇࢺラッࣉ

地域ໟᣓࢣにおける医療・護ࢫࣅ࣮ࢧのマッチング機能の開Ⓨࡶồめた

い。ᝈ者・ᐙ᪘のồめる医療・護ࢫࣅ࣮ࢧとࡑれを提供する医療・護施設

の㐺正なマッチングに有床診療所のά㊰がぢいฟࡏる。  
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3�1�3 ᙉᅛ࡞経営ᇶ┙のᵓ⠏㸦ேᮦ☜ಖ㠃からの経㈝๐ῶに࠸ࡘて㸧 

医療・護ࢫࣅ࣮ࢧはປ働力㞟⣙産業とࡶ⛠され、経費のከくを人௳費が༨

める。ඃ⚽な人材確保は全産業でඹ通の最ඃඛㄢ㢟であるが、≉に医療・護

業✀では㈨᱁保有が最ప᮲௳となるため、ࡑのࣝࢻ࣮ࣁは高い。また有床診療

所ࡸ中ᑠ病院では病院とẚ㍑してᙜ直体制がᑡ人ᩘ�1㹼ᩘྡ�となる➼、ປ

働⎔ቃがཝしく、看護職員の確保に㞴するሙྜがከい。ᑡᏊ化ࡸ┦次ࡄ看

護Ꮫᰯの㛢㙐によりᙜ直体制を⥔持できࡸ、ࡎむなく↓床化する診療所がከ

ᩘぢられ、20 年㛫で病床ᩘは༙ᩘ௨ୗに減ᑡしている。これらにᑐし、ከく

の医療機㛵では人材⤂会社に㢗らࡊるを得ない状況が常ែ化しており、高

㢠な⤂ᩱ・᩷᪕ᩱがさらに経営をᅽ㏕している。 

都道ᗓ県看護協会による↓ᩱ職業⤂事業ࡸ医師会が行う人材⤂事業は、

一部を㝖き現時Ⅼで㢧ⴭなᡂ果をあげているとは言い㞴く、これからのάື

の進ᒎがᮇᚅされる。医療機㛵の広告ฟ✏によるồ人ࡶ┦ᙜの費⏝がᚲ要な

ため、確ᐇに人材が得られる人材⤂会社のうが費⏝ᑐຠ果にඃれるとの

れら人材⤂会社は玉▼ΰྜである。高㢠な⤂ᩱをࡑ、ある。しかしࡶุ᩿

得ながらࡶ⤂後に医療機㛵への㌿職を່める➼のᝏ㉁な業者が存在する

一方で、ጇᙜな⤂᮲௳・ᩱ㔠を設ᐃしඃ⚽な人材を⤂している業者ࡶあり、

 。うしたඃ良業者をぢいฟすᕤ夫がᚲ要であるࡑ

人材⤂に㛵するࢧࣝࢱ࣮࣏イࢺをసᡂしඃ良業者を⤂する方法ࡸ医療

機㛵ྠኈの人材⤂に㛵する報のሙを設ける➼、ಙ㢗に㊊る人材⤂



�� 

会社をⓎ᥀し、ㄔពࡸಙ㢗性にḞけるᝏ㉁な業者を㥑㏲することが医療機㛵

の人材確保に有ຠなᡭẁと⪃えられる。これらのᑐᛂを一医療機㛵で行うに

は㝈⏺があり、医師会➼のከくの医療機㛵が協力しあえる⎔ቃの中で人材確

保にあたることが⫢要であると⪃えられる。 

なお、令和 2 年ᗘཌ⏕ປ働┬委ク事業により、医療機㛵、医療系有ᩱ職業⤂

会社のための「㐺正な有ᩱ職業⤂事業者の基‽」と「チ࢙ッࢺ࣮ࢩࢡ」が

సᡂされ、2021 年には「医療・護・保⫱分㔝における㐺正な有ᩱ職業⤂

事業者ㄆᐃ制ᗘ」が創設された。2021 年 11 月の第 1 回㐺正ㄆᐃ事業者は 19

社であり、ཌ⏕ປ働┬職業Ᏻᐃᒁ「人材ࢧྜ⥲ࢫࣅ࣮ࢧイࢺ」5において、全

国の有ᩱ職業⤂事業者のᐇ⦼（6 か月௨ෆの㞳職者ᩘࡸᡭᩘᩱの㏉ᡠ制ᗘの

有↓➼）について確ㄆできるようになࡗている。まࡔㄆᐃᩘがᑡなく、地域に

よࡗてはㄆᐃ事業者の⏝がᅔ㞴なሙྜࡶあるとᛮࢃれるが、人材⤂事業

の㐺正化への一Ṍとしてはホ౯できる。 

医療機㛵においては、ᑡなくとࡶ、こうした㐺正基‽を‶たしているかう

かを事業者に確ㄆし、㐺正なマッチングにつなげることが重要である。

 
5 KWWSV���MLQ]DL�KHOORZRUN�PKOZ�JR�MS�-LQ]DL:HE� 
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3�2�1 ᴗ承継㸸㧗㱋ࡀ㐍ࡴ診療所㛤タ⪅・ἲே代⾲⪅ 

ཌ⏕ປ働┬の「医師・ṑ科医師・⸆師⤫計（ᪧ：医師・ṑ科医師・⸆師

調査）」によれࡤ、有床診療所をྵむ医科診療所の開設者又は法人の代表者は

2018 年 12 月 31 日現在 71�709 人で、平ᆒ年齢は 61�7 ṓとなࡗている6。ࡑの

うࡕ 70 ṓ௨上の者が 15�002 人で全体の 20㸣వりを༨めている。地域におけ

る医療提供体制を守り続けるためには、医療機㛵の事業承継がに進む制

ᗘ構築が可Ḟな状況である。 

 

 

3�2�2 ᴗ承継㸸第୕⪅承継にࡿࡅ࠾ㄢ㢟 

医科診療所の事業承継の形ែはきく 2 つに༊分される。一つはぶ᪘㛫で

の事業承継、ࡶう一つは第三者承継である。第三者承継のሙྜには承継ᕼ望医

師とのマッチングの機会をのように得るかが࣏インࢺとなる。マッチング

の機会を都道ᗓ県医師会➼にồめるពぢがあり、会員の要望ࡸ地域のᐇに

ᛂじ、ᐇ㝿に行ࡗている医師会ࡶあるが、全ての都道ᗓ県医師会が取り⤌むこ

とはᅔ㞴と⪃える。現状では、ࢫࢿࢪࣅとして௰業務を行ࡗている 0	$ 業

者が中ᚰとなࡗて第三者承継が進むሙྜがከい。0	$ 業者は承継をᕼ望する医

師の報をᩘከく持ࡗているため、ㆡるഃの医師の㑅ᢥ⫥ࡶከくなる。可能な

ら、0	$ 業者の報㓘の㏱᫂性ࡸጇᙜ性ྵࡶめてಙ㢗のおける業者の㑅ู・審査

 
6  ཌ⏕ປ働┬「医師・ṑ科医師・⸆師⤫計」 KWWSV���ZZZ�PKOZ�JR�MS�WRXNHL�OLVW�33-20�KWPO 
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を医師会が専㛛機㛵の協力ࡶ得ながら行い」ᩘの 0	$ 業者をⓏ㘓し⤂する

制ᗘのᑟ入が望まれる。ࡑれにより、ㆡるഃの医師にとࡗてᏳᚰして┦ㄯがで

きる⎔ቃが整うと⪃えられる。 

 

 

3�2�3 ᴗ承継㸸㨩ຊࢆ感じࡿ有床診療所でࡇࡿ࠶と 

ぶ᪘㛫承継であれ、第三者承継であれ、後継者となる承継ᕼ望医師が魅力を

感じる有床診療所でなけれࡤ事業承継をに進めることはできない。コロ

ナ禍へのᑐᛂが続く現状ではあるが、地域医療構の⫼ᬒとなる中長ᮇⓗな

状況ࡸぢ通しはኚࡗࢃていない。ࡑれࡺえ承継の㐣⛬では、⮬院の地域におけ

るࣙࢩࢪ࣏ンࡸ現在の経営基盤をࢫ࣮࣋に中長ᮇの事業計画・経営計画を策

ᐃし承継ᕼ望医師に♧すᚲ要がある。また、地域の人ཱྀ減ᑡ・高齢化の進ᒎに

よࡗてマン࣮࣡ࣃの制⣙が一ᒙཝしくなるが、時代のὶれをぢ㉺して、医師・

看護職員はࡶとより職員全員が働き方改革にἢࡗた務となるよう体制を構

築していくことࡶồめられる。 
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3�2�� ᴗ承継㸸地᪉の有床診療所承継のࡓめのᨭ 

医業承継の現状では、地方から都ᚰ部への承継ᕼ望はከくあるが、都ᚰ部か

ら地方への承継ᕼ望ࢬ࣮ࢽはᑡないようである。また、地方ྠኈでの承継にお

いては、ぶ᪘㛫承継であࡗたとしてࡶ後継医師がᾘᴟⓗとなるሙྜがᑡなく

ない。ࡑの最の要ᅉはᑗ᮶ⓗな人ཱྀ減ᑡであࢁう。このため人ཱྀ減ᑡがⴭし

い地域で有床診療所を経営している医師にとࡗての承継問㢟はษᐇであり、

⮬らの力ࡔけでは解Ỵできる可能性がかなりపくなる。この問㢟にᑐして、ᑗ

᮶ⓗに人ཱྀ減ᑡがⴭしいと⪃えられる地域の事業承継を後ᢲしする経῭ⓗか

つ税制ⓗ支援措置が᪩ᛴかつ⫹にᚲ要と⪃える。 
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 の⛯ไᥐ⨨タとᩚഛ医療ἲேࠖࡾ࠶ᣢศࠕ 3�3�1

平ᡂ 18 年（2006 年）にᡂ❧した第 5 次医療法改正により、「持分あり医療

法人」は「ᙜ分の㛫」存続する「経㐣措置医療法人」に置࡙けられ今日に⮳

たくᡭᙜされてࡗている。経㐣措置ୗにある法人のため事業承継税制がまࡗ

おらࡑ、ࡎのために、「持分あり医療法人」の事業承継はᅔ㞴をᴟめている。 

ཌ⏕ປ働┬の調では、2021年3月31日現在、全国の医療法人⥲ᩘは56�303

法人で、うࡕ「持分あり医療法人」は 38�083 法人と全体の 67�6㸣を༨めてい

る（平ᡂ 18 年改正医療法施行日の平ᡂ 19 年 4 月 1 日の前日時Ⅼでの「持分

あり医療法人」ᩘ は 43�203 法人であり、これにᑐしては 5�120 減にすࡂない）。

現状で医療法人のከᩘを༨める「持分あり医療法人」の事業承継税制をᐇ現す

るためには、経㐣措置を改めるᚲ要がある。ࡑして改めた後に次のような税制

措置をㅮࡎるきである。 

ձ「持分あり医療法人」の医業継続をᅗるため、「持分あり医療法人」にᑐ

する新たな┦続税ཬࡧ㉗税の⣡税⊰ண・ච㝖制ᗘを創設することがᚲ要で

ある。ࡑのሙྜには、医療法人のබ┈性ཬࡧ㠀営性に㚷み、中ᑠ業の事業

承継税制である、取ᘬ┦ሙのないᰴᘧ➼についての┦続税ཬࡧ㉗税の⣡税

⊰ண制ᗘとྠ➼௨上の措置とすることが望まれる。 

ղ「持分あり医療法人」のฟ㈨ホ౯方法について、㢮ఝ業✀ẚ‽౯㢠方ᘧの

ฟ㈨ホ౯方法を㓄ᙜのないᬑ通法人のᰴᘧホ౯とྠじ方法（ホ౯⟬ᘧの分ẕ

を 3 とし、分Ꮚの㓄ᙜ要⣲は 0 とするホ౯）に改めることが望まれる。また、
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⣧㈨産౯㢠方ᘧについて、医療法で医療法人の社員はྛ一個の議Ỵᶒを有す

るとされており、≉ᐃのฟ㈨社員が⊂༨ⓗな支㓄ᶒを有することはできない

ため、支㓄割ྜ 50㸣ᮍ‶のྠ᪘ᰴྠᵝに⣧㈨産౯㢠の 80㸣ホ౯とすること

が望まれる。 

 

 

 の⛣行の⛯ไのᩚഛし医療ἲேࠖ࡞ᣢศࠕ 3�3�2

「持分あり医療法人」が「持分なし医療法人」へ移行して事業承継をに

進めることは㑅ᢥ⫥の一つとして⪃えられる。ࡑこで、移行をಁ進する措置で

あるㄆᐃ医療法人制ᗘについて、2023 年 9 月 30 日のᮇ㝈を再ᗘᘏ長すること

がᚲ要と⪃える。また、ㄆᐃ医療法人のฟ㈨者が持分を基㔠としてᣐฟし基㔠

ᣐฟᆺ医療法人へ移行したሙྜには、ࡑこで⏕じる「みなし㓄ᙜㄢ税」を基㔠

がᡶいᡠしされるまでの㛫は⣡税を⊰ணする制ᗘの創設が望まれる。さらに

は、基㔠ᣐฟᆺ医療法人への移行後、┦続・㉗Ⓨ⏕時の基㔠にかかる┦続税・

㉗税についてࡶ、基㔠のᡶいᡠしがされるまでの㛫は⣡税を⊰ணする制ᗘ

の創設ࡏࢃྜࡶてᚲ要と⪃える。 
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3�3�3 ಶே∧ᴗ承継⛯ไのᩚഛ 

個人版事業承継税制について、この≉を⏝して⣡税⊰ணを受けた後継

の医師が、ࡑの後に医療法人ᡂりしたሙྜには、設❧される医療法人が「持分

なし医療法人」となるため、個人事業ᗫṆにకう⊰ண税㢠ཬࡧᘏ税の⣡を

しなけれࡤならない。ࡑこで、≉事業⏝㈨産のすてを基㔠としてᣐฟして

医療法人ᡂりしたሙྜは、ᙜヱ基㔠をฟ㈨㔠➼とみなして⣡税⊰ணの≉が

継続できるようにすることが望まれる。 

また、⣡税⊰ண税㢠の全㢠ච㝖要௳である事業を継続することができなく

なࡗた「ࡸむを得ない理⏤」について、現状は「㌟体上の障ᐖの⛬ᗘが 1 ⣭又

は 2 ⣭」ࡸ「要護状ែ༊分が要護 5」という基‽となࡗているが、ᛮࡠࢃ

事ᨾ࣓ࡸンࢫࣝ࣊ࣝࢱ➼の問㢟によࡗて継続が㞴しくなࡗたሙྜでࡶ基‽を

‶たさࡎ、「ࡸむを得ない理⏤」にᙜたらないというཝしいࡶのであるため、

⦆和することがᚲ要と⪃える。  
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3�� 㝔とは␗ࡿ࡞タయ⣔のᵓ⠏ ࠕ��ேࢆ⒵ࠖࡍ有床診療所 

病院は、専㛛性の高い医療提供を行い、病療に≉化して「病をす」事

がඃඛされている医療機㛵である。 

これにᑐして、かかりつけ医としての有床診療所は、病療をするࡔけで

なく「人を癒す」く、健ᗣ┦ㄯࡸ護┦ㄯ➼にり、健ᗣ診᩿ࢡ࣡ࡸチン᥋

✀➼を᥎進して健ᗣ増進にດめている。地域のఫẸが病を得たとしてࡶ一人

一人の㢦がぢえる㛵ಀ性の中で本人とᐙ᪘のពᛮをᑛ重して外᮶医療と入院

医療、ࡑして護を提供している。にࡶ、Ꮫᰯ保健ࡸ産業保健➼、地域ࡸ職

域での保健についてࡶ↓床診療所ととࡶに強い㛵ࢃりを持ࡗている。 

このように、有床診療所が地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣの中核に置けられる

医療機㛵であり続けるためには、経῭ⓗにࡶ制ᗘⓗにࡶ存続できる施設体系

 。検討がᚲ要であるࡶ

まࡎ、経῭ⓗには、有床診療所ࡑࡶの医療Ỉ‽を⥔持するⅭの一ᐃの設備ᢞ

㈨が常にᚲ要であり、医療ᚑ事者が働き方改革に‽ᣐできるよう、これらがᐇ

現可能となる保㝤Ⅼᩘが設ᐃされるᚲ要がある。現在の入院ᝈ者への保㝤Ⅼ

ᩘの加⟬のከくはᝈ者一人ᙜたりかつ 1 日ᙜたりの加⟬であり、病床ᩘがᑡ

ない有床診療所にとࡗては加⟬ᑐ㇟となるẕᩘがᑡないため、加⟬⥲㢠は病

院とはẚ㍑にならないᑠさい。したがࡗて、病院とは異なる入院医療保㝤

Ⅼᩘの体系のᑟ入は検討のవ地がある。 

次に、制ᗘⓗには、↓床をྵめた診療所という現状のᯟ⤌みから㞳れて、「病
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院」ではなく、また医療法第 30 ᮲の 7 の 2 第 2 㡯第 2 ྕにある「病床を有す

る診療所」でࡶない、「有床診療所」という新たにつᶍをᣑした入院施設体

系としての法ᚊ上のྡ⛠つᐃを設ける方法がある。ẚ㍑ⓗ⮬⏤にᕤ夫するこ

とができる現行の施設基‽のままで、病床ᩘについては一ᐃのつᶍᣑがᐇ

現できれࡤ一部の有床診療所にとࡗては福㡢となり得る。また、経営がཝしい

ᑠつᶍ病院においてࡶ、新しいつᶍでの「有床診療所」へと方ྥを㌿できる

可能性が⏕まれる。 

現在、ᛴ性ᮇから回ᮇ、៏ 性ᮇ、時にはࣞࣃࢫイࢺ入院ࡶᑐᛂできる病床

を持つのは有床診療所ࡔけである。地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣの中核で「病をす」

けではなく入院ができる医療ࡔけでなくᝈ者たる「人を癒す」ために、外᮶ࡔ

施設としての新しい置け・ពけを行い、新たな「有床診療所」という

ྡの施設体系の再構築ができるよう、ᑗ᮶をぢᤣえたあらࡺる議論をጞめる

ことが望ましい。 
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第 � 章 専門医療 

�㸫1 ║⛉有床診療所に࠸ࡘて 

��1�1 ║⛉有床診療所の⌧≧ 

日本眼科医会では、眼科有床診療所のᢪえる問㢟を検討するため、2005 年

（平ᡂ 17 年）に眼科有床診療所検討委員会を設置し、1 年に 1 回の委員会開

催と 4 回のンࢺ࣮ࢣ調査をᐇ施してきた。2006 年に行なࡗた第 1 回目の

ンࢺ࣮ࢣ調査時の施設ᩘは 1�040 施設、2009 年の第 2 回目では 1�002 施設、

2012 年の第 3 回では 726 施設、ࡑして最後に行なࡗた 2018 年の第 4 回目では

636 施設に減ᑡしていた。ࡑの後、2020 年には 521 施設、2021 年には 511 施

設となࡗている。 

第 4 回目のンࢺ࣮ࢣ調査の結果を⡆༢に♧す。開設者の平ᆒ年齢は 58�5

ᡯ、平ᆒ開業年ᩘは 25�1 年で、㐣ཤ 3 回のンࢺ࣮ࢣ調査とẚ㍑し、開設者

の高齢化と開業年ᩘの長ᮇ化がㄆめられた。地域≉性はᑠつᶍ都ᕷ・⏫ᮧが

55�5㸣と最ࡶከく、申ㄳ病床ᩘは平ᆒ 8�2 床。常医師ᩘは 1�5 人、看護職員

ᩘは 6�4 人であࡗた。病床の⏝目ⓗは、ᡭ⾡が 78�1㸣と最ከで、ᝈ者の平

ᆒ入院日ᩘは 1�6 日、最ࡶከくᐇ施されるᡭ⾡は、白ෆ障ᡭ⾡であࡗた。⟬ᐃ

している入院基本ᩱは、基本ᩱ 6 を⟬ᐃする施設が 44�0㸣と最ࡶከく、基本

ᩱ 1 を⟬ᐃしている施設は 7�7㸣に㐣ࡂなかࡗた。有床診療所の᥇⟬性につい

ては、赤Ꮠ 41�2㸣、収支ᆒ⾮が 44�1㸣、ṧりの 14�7㸣が㯮Ꮠと回答していた。

ᑗ᮶性については、↓床化するࡶのが 21�0㸣、有床を続けるࡶのが 79�0㸣で
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あࡗた。↓床化の理⏤は、医師のẼ力・体力のపୗ 16�0㸣、看護職員確保が

ᅔ㞴 27�0㸣、ࢬ࣮ࢽが↓くなࡗた 25�5㸣、᥇⟬性がవりにᝏい 21�5㸣、後継

者がいない 8�0㸣であࡗた。 

 

��1�2 ║⛉有床診療所のᙺ 

眼科有床診療所は、⣙ 80㸣がᡭ⾡目ⓗに病床を⏝している。ᡭ⾡の中で

最ࡶከく施行されている白ෆ障ᡭ⾡は、高齢者の㌿ಽண㜵ࡸㄆ知の㜵Ṇに

有⏝であることはࢹࣅ࢚ンࢫで♧されており、これからの高齢化社会では重

要なᡭ⾡である。β 入ࡶなྜేを有する高齢者のᡭ⾡は、たとえ▷ᮇ㛫でࠎ

院して行なうことがᏳ全である。しかし、入院療の中核となる病院眼科では、

看護ᚲ要ᗘのపい白ෆ障の入院ᡭ⾡はᩗ㐲されるようになり、通院でᐇ施さ

れることがከくなࡗている。ࡑのため、入院ᡭ⾡がᚲ要な高齢者ࡸ⊂ᒃ⪁人、

通院ᅔ㞴者➼の入院ᡭ⾡がᅔ㞴な状ែとなࡗている。眼科有床診療所は社会

ⓗᙅ者をྵむこれらのᝈ者のためにᚲ要な存在となࡗている。 

医師の働き方改革によࡗて、病院のኪ㛫ࡸ㐌ᮎのᩆᛴᝈ者の受け入れが㞴

しくなࡗている。ࡑのため、㐌ᮎにⓎした⥙⭷㞳のᡭ⾡が㐌᫂けにணᐃさ

れることがあり、ど力ண後にᙳ㡪する可能がある。眼科有床診療所の中には、

白ෆ障ᡭ⾡௨外に、⥙⭷◪Ꮚ体ᝈの療ࡸ外യにࡶᑐᛂしている施設があ

る。このような眼科有床診療所では、⥙⭷㞳ࡸ外യ➼、᪩ᮇの療をᚲ要と

するᝈにᑐしてࡶᰂ㌾にᑐᛂすることが可能である。  
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��1�3 ║⛉有床診療所ࢆᏲࡓࡿめのᥦゝ 

最㏆の眼科ᡭ⾡は、ᡭ⾡置ࡸᢏ⾡の進Ṍによࡗて、పくかつ▷時㛫で行

えるようになり、通院でᡭ⾡を行う施設が増えている。また、前㏙の通りྜే

を持つ高齢者の入院は重要ࡔが、高齢化した眼科有床診療所開設者は、体

力・Ẽ力の㝈⏺を感じ、看護職員の確保が㞴しく、᥇⟬性ࡶᝏいため、⇕ࡔ

けでは病床を⥔持ฟ᮶なくなり、↓床化を検討しጞめる。ᡭ⾡ண後に⤠ࡗて⪃

えると入院と通院ではきな㐪いがないため、眼科有床診療所開設者の⣙

26㸣が有床診療所であることのࢬ࣮ࢽが↓くなࡗたとุ᩿している。 

このような༴機ⓗ状況にある眼科有床診療所を守るためには、ᑡなくとࡶ

入院経費の赤Ꮠを解ᾘするᚲ要があり、入院基本ᩱのᖜなᘬき上げࡸ入院

基本ᩱ⟬ᐃのための要௳を、眼科のᐇにྜࡗたࡶのに改ᐃすることを要望

する。 
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��2 地域ศፔయไࢆᨭࡿ࠼⏘⛉有床診療所にࡿࡅ࠾ാࡁ᪉ᨵ㠉とᚋのࡾ࠶かࡓ 

��2�1 はじめに 

働き方改革㛵連法が 2018 年�平ᡂ 30 年�6 月 29 日にᡂ❧し、医療において

ࡶ 2020 年 4 月から医師௨外の職✀は㐺⏝施行されている。医師については

2021 年 5 月 21 日に医療法➼改正法（ປ働時㛫▷⦰、健ᗣ確保措置）がཧ議院

本会議で可Ỵᡂ❧し、2024 年 4 月の㐺⏝施行が現ᐇとなࡗてきた。 

産科有床診療所は、全分娩ᩘの 47㸣を取りᢅい、365 日 24 時㛫ࢱࣝࣇイ࣒

で、地域の入院外᮶ᝈ者をぢ守ࡗている。24 時㛫⤯え㛫なく働く看護職員は、

ᙜの人ᩘがᚲ要である。ྠᵝに┦ࡶみの中で⤌ࢺࣇࢩ 24 時㛫⟶理ᣦᑟする産

科医師ࡶ、Ꮫ病院➼からのὴ㐵がないと診療体制が⥔持できない状況にあ

る。改正法が施行されれࡤṧ業時㛫のつ制ࡸ許可基‽の回ᩘ制㝈により、一人

ᙜたり月 4 回しかኪがฟ᮶なくなるので、医師、看護職員は、さらにከくの

ኪ要員がᚲ要になり、この人௳費をᕤ面するのはཝしい。また、Ꮫ病院➼

からのὴ㐵はṧ業時㛫のつ制がጞまり、有床診療所への宿日直許可がないと

有床診療所へのὴ㐵は㞴しくなる。一方でᏯ直ࡸオンコ࣮ࣝᚅ機は、ࡤれる

ことがなくてࡑࡶの時㛫はᣊ᮰されているので、ປ働基‽┘╩⨫での現在の

基‽では、宿日直としてᢅࢃれており、宿日直許可がないとᏯ直➼ࡶ可能に

なる。これらにより、地域分娩体制の⥔持はཝしくなり、産科有床診療所の㛢

院ࡶணされる。 

2021 年 9 月 1 日බ表された日本医師会の「医師における宿直許可の取⤌に
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㛵する調査」結果にあるように、現行の宿日直許可基‽がཝ᱁に㐺⏝されてい

る。この基‽では産科有床診療所の宿日直許可はⓙ↓になࡗてしまう。地域の

࿘産ᮇ医療体制を⥔持するためには、産科有床診療所の宿日直許可の基‽の

再⪃はႚ⥭のㄢ㢟である。 

 

��2�2 ┳ㆤ⫋員のാࡁ᪉ 

看護職員の働き方については、ປ働基‽法第 32 ᮲でᐃめられた法ᐃປ働時

㛫を㉸㐣したṧ業時㛫は、業✀とྠᵝに༢月で月 100 時㛫、」ᩘ月で月 80

時㛫ᮍ‶（年 720 時㛫௨ୗ）が㐺⏝されている。看護職員のኪが࢘࢝ンࢺさ

れるとṧ業時㛫つ制のᑐ㇟となる。かつ、許可基‽の回ᩘ制㝈により、ኪが

1 人につき月 4 回௨ෆとなる。産科有床診療所で 365 日、24 時㛫体制を⥔持

するには、┦ᙜᩘのኪ要員がさらにᚲ要となる。この人௳費は現在の分娩報

㓘の⠊ᅖෆではᕤ面がཝしく、看護職員の宿日直許可（ປ働時㛫の㐺⏝㝖外）

は、産科有床診療所にとࡗてṚά問㢟になる。宿日直許可がされれࡤ、ᙜヱ有

床診療所は、通常の業務が↓いኪを宿直務にฟ᮶、ኪ務の࢘࢝ンࢺは

なくなる。宿日直許可は、務ඛ医療機㛵において、┦ᙜの╧╀設備があり、

╧╀が༑分取り得る体制➼຺ࡶして許可される。この許可状況は⟶㎄する

ປ働基‽┘╩⨫でࡶ㜀ぴできる。  
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��2�3 ⏘⛉医ᖌのാࡁ᪉ 

2024 年 4 月から診療ᚑ事務医の務ඛ医療機㛵が㑂守しなけれࡤならな

い時㛫外ປ働時㛫（年 960 時㛫௨ෆ）を $ Ỉ‽という。地域医療提供体制の確

保を目ⓗに、上㝈を年 1�860 時㛫とする地域医療確保ᬻᐃ≉Ỉ‽（B Ỉ‽、

連携 B Ỉ‽）が設けられている。B Ỉ‽はたる務ඛのປ働時㛫が $ Ỉ‽を

㉸えるሙྜ、連携 B Ỉ‽はたる務ඛのປ働時㛫は $ Ỉ‽௨ෆࡔが、副業・

ව業でのປ働時㛫を通⟬すると㉸える可能性があり、ࡑの副業・ව業が地域の

医療提供体制確保のほⅬからᚲ㡲とされるሙྜに㐺⏝される。 

現状では、$ Ỉ‽を㉸える医師の割ྜが最ࡶከい診療科は産፬人科であり、

全体の⣙ 2 割となࡗている。日本産፬人科医会の報告でࡶ、産科医師の年㛫

の施設ෆ時㛫外在院時㛫は年ࠎ減ᑡし、直㏆で 996 時㛫であるが、外を加

えると 1�934 時㛫となり、$ Ỉ‽を㉸えている。 

現況の産科有床診療所では、Ꮫ病院➼から宿日直務を行う医師のᛂ援

を受けて診療体制を⥔持している施設がとࢇである。産科医のὴ㐵は、ὴ

㐵ඖの病院に、「連携 B Ỉ‽」を取得してࡶらうᚲ要がある。ཌ⏕ປ働┬の◊

✲⌜が行ࡗたᏛ病院務医の務ᐇែ調査によると、副業・ව業ඛとの通⟬

で時㛫外ປ働が年 1�860 時㛫を㉸えた医師の割ྜは 23�2㸣、副業・ව業ඛが

宿日直許可を取得していることをᐃしていて、副業・ව業ඛの宿日直中のᚅ

機時㛫を㝖けࡤ 10�4㸣である。Ꮫ病院➼の産科医師は院ෆでの時㛫外務

時㛫が長い。宿日直許可の基‽がཝ᱁に㐺⏝されれࡤ、時㛫外ປ働時㛫の上㝈
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つ制➼によࡗて、これまでのようにᏛ病院➼の医師が宿日直のᛂ援務に

行けࡎ、地域の࿘産ᮇ医療体制にከなᙳ㡪がฟることがணされる。 

 

��2�� ᪥ᮏ医ᖌ会の医ᖌᐟ┤チྍのㄪᰝ⤖ᯝからࡇࡿ࠼ࡳと 

前㏙の日本医師会調査結果の通り、宿日直許可の基‽はཝ᱁に㐺⏝されて

おり、産科有床診療所のሙྜ、宿直の許可を得るのはཝしいとᛮࢃれる。2020

年 4月から施行された働き方改革㛵連法がまࡔ 1年なので、有床診療所での、

通常業務にẚ⟶理時㛫の▷いኪ㛫の分娩を、」ᩘの看護職員がᢅう分娩宿

直のෆᐜが、ປ働基‽┘╩⨫のᢸᙜᐁに理解されていない可能性がいにあ

る。産科医師について、診療所での分娩は、ຓ産師・看護職員の分娩ຓを⟶

理ᣦᑟする業務であり、ኪ㛫に༑分な╧╀がとれる務ᐇែである。また、看

護職員にとࡗてࡶ、ኪ㛫に」ᩘ人が㓄置され、ኪ㛫の分娩は༑分な╧╀がとれ

る務ᐇែがከい。ࡑれとྠ時に、「᩿続ⓗな宿直又は日直務の許可基‽」

（一⯡ⓗ許可基‽）の「3㸬宿日直の回ᩘ」のたࡔし᭩きにあるように、「法ᚊ

上宿直又は日直を行いうるすてのࡶのにさࡏてࡶなお㊊であり、かつ

務のປ働ᐦᗘがⷧいሙྜ」の援⏝を再⪃し、医師ࡶ看護職員ࡶとࡶに、月 6 回

⛬ᗘの宿直が許可されるきである。これらの要௳の再⪃がなされないと、産

科有床診療所のとࢇが許可されࡎ、地域の࿘産ᮇ医療体制にከなᙳ㡪

がฟるとᛮࢃれるので、ཌ⏕ປ働┬には宿日直許可基‽の再⪃を強く要望す

る。  
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��2�� ┳ㆤ⫋員のᚋのാࡁ᪉のࡾ࠶かࡓ 

看護職員については、法がすでに施行されており、職員の働きすࡂを㜵ࡂな

がら「࣮࣡ࢡ・ライࣂ・ࣇランࢫ」と「ከᵝでᰂ㌾な働き方」のᐇ現にྥけて、

今からຓ産師、看護職員を確保することࡶ୪行して行うດ力ࡶᚲ要となࡗて

いる。しかし、᭦なるከくの看護職員の確保は人௳費の上᪼をకい、地域の分

娩体制の存続は㞴しい。現在の基‽では、宿日直許可されないሙྜ、Ꮿ直・オ

ンコ࣮ࣝᚅ機といࡗた時㛫外ປ働を削減するດ力ࡶ可能となる。法施行に

కう職員増員確保をはじめ、地域の分娩体制の存続が可能となるよう、体制整

備にᑐする診療報㓘の増㢠、≉に有床診療所においての入院基本ᩱのᘬ上げ

地域医療護⥲ྜ確保基㔠による㈈ᨻ支援、また、職員増員の㈨㔠確保のࡸ➼

ため、分娩ᩱ➼を上げࡊるをえࡑ、ࡎのために、ฟ産⫱ඣ一時㔠の増㢠をཌ⏕

ປ働┬に強く要望する。 

働き方改革が施行されると看護職員にとࡗて収入の減ᑡにつながる。ᓊ田

㤳┦の 21 年 10 月の㤳┦ᑵ任後ึの所ಙ表᫂₇ㄝで第三のᰕとして看護、

護、保⫱➼にᚑ事する人の収入を増ࡸすと表᫂し、まࡎは看護職員➼のฎ㐝改

善⿵ຓ㔠によりᐇ現した。令和 4 年 10 月௨㝆の᭦なるᑐᛂについては、බⓗ

౯᱁ホ౯検討委員会中㛫整理（令和 3 年 12 月 21 日）において「㈤上げຠ果

が継続される取⤌を行うことを前提として、ẁ㝵ⓗに収入を 3㸣⛬ᗘᘬき上げ

ていくこと」と取りまとめられ、診療報㓘でᑐᛂすることとなるが、ࡑのᣑ

が強くồめられている。  
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��2�� ⏘⛉医ᖌのᚋのാࡁ᪉のࡾ࠶かࡓ 

有床診療所の院長（⟶理者）には法の㐺⏝は↓く、有床診療所務医には法

が㐺⏝されるが、有床診療所には B Ỉ‽の㐺⏝とはならない。また、有床診療

所での分娩体制を⥔持するためにはᏛ病院➼からὴ㐵される医師のᛂ援は

ᚲ㡲であるが、ὴ㐵医師は 2022 年 4 月から医療務⎔ቃ改善支援ࢭン࣮ࢱに

よるホ౯を受けなけれࡤならなくなる。ཌ⏕ປ働┬で、2021 年ᗘ中に全病院

をᑐ㇟としたປ働時㛫のᢕᥱ状況調査をᐇ施し、$ Ỉ‽を㉸える医師がいる医

療機㛵には都道ᗓ県の医療務⎔ቃ改善支援ࢭン࣮ࢱを通じて、「医師ປ働時

㛫▷⦰計画」をసᡂする支援をする計画となࡗた。また、2023 年ᗘᮎまでの

時▷計画のసᡂについては、ດ力義務に改められた。第三者ホ౯のෆᐜࡶ 2024

年ᗘ௨㝆の取⤌目ᶆとなり、義務化がດ力義務に⦆和されたが「医師ປ働時㛫

▷⦰計画」をసᡂするには┦ᙜな時㛫を要するため、法施行日までに、ὴ㐵ඖ

病院に連携 B Ỉ‽を取得してࡶらࢃないと、有床診療所では医師がኪࡸオ

ンコ࣮ࣝᚅ機ができなくなる可能性がある。よࡗて᪩めの‽備を㛵ಀ者に要

望する。 

 

最後に、要望のまとめを௨ୗにグす 

1）通常業務にẚ⟶理時㛫の▷いኪ㛫の分娩をᢅい、」ᩘの看護職員が㓄

置されている産科有床診療所の現状（医師、看護職員ඹに、༑分╧╀が

取れるኪ㛫務ᐇែ）を㋃まえ、宿日直許可基‽の再⪃（ཌ⏕ປ働┬） 
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2）働き方改革㛵連法の㐺⏝施行にకう職員増員の確保のため、診療報㓘の

増㢠、地域医療護⥲ྜ確保基㔠による㈈ᨻ支援、ฟ産⫱ඣ一時㔠の増

㢠（ཌ⏕ປ働┬） 

3）働き方改革施行にకう看護職員の収入減㢠への⿵ሸ（ᨻᗓ） 

4）ὴ㐵ඖ病院に連携 B Ỉ‽を取得していたࡔくための᪩めの‽備（ὴ㐵

ඖの病院㛵ಀ者） 
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��3 ᩚᙧእ⛉有床診療所の⌧≧とせᮃ 

��3�1 ⌧≧ศᯒ  

2021 年（令和 3 年）に行ࢃれた日本⮫床整形外科Ꮫ会による会員基本࣮ࢹ

調査では整形外科有床診療所は 686ࢱ 施設であࡗた。2018 年の調査では 793

施設、2015 年は 1�092 施設であり、౫↛として施設ᩘの減ᑡにṑṆめはかか

ていない。整形外科ⓗ専㛛医療が可能な有床診療所が減ᑡすることは、ᝈ者ࡗ

の౽性のపୗと࿘ᅖの病院の㈇ᢸ増につながる可能性がある。  

 

整形外科有床診療所の入院機能は、つにูできる。 

1）ᡭ⾡療法を体として専㛛医療に≉化した施設  

2）保存ⓗ療を体とし、地域医療をᢸう施設�⬨᳝᳝体㦵ᢡ、㦵ᢡのࢠ

ࣜ、たᡭ⾡後ࡗ固ᐃ、基ᖿ病院で行ࢫࣉ 、を要するᝈ者の受け入れࣜࣅࣁ

ᑠᡭ⾡に加え、護保㝤事業ࡶᡭがける�  

1 のみなら2、ࡎ においてࡶ整形外科ⓗ保存療を行うというⅬで専㛛医療

である。  

ᡭ⾡に㛵しては、日本⮫床整形外科Ꮫ会有床診療所部会の調査�2016 年、回

答ᩘ 120 施設�では、年㛫ᡭ⾡௳ᩘ�ᒁ㯞ྵむ�が 100 ௨上は 51 施設�43��、

50 ௨上では 64 施設�53�� であࡗた。このように、有床診療所においてࡶከ

くのᡭ⾡を行ࡗており、病院への㞟中を㜵ࡂ、結果ⓗに病院務医の㈇ᢸ㍍減

にࡶᐤしているとᛮࢃれる。  
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また、開設ᙜึは高ᗘなᡭ⾡を✚ᴟⓗに行ࡗていたが、開設者⮬㌟の高齢化、

施設・設備の⪁ᮙ化、基ᖿ病院のᐇ、ᝈ者要ồࣞࣝの高ᗘ化➼の要ᅉによ

り、ᡭ⾡௳ᩘが減ᑡし、保存ⓗ療が体となࡗてきたࡶࢫ࣮ࢣከい。つまり、

1 から 2 に移行するࢫ࣮ࢣがᑡなくない。 

えࡤ、⊂ᒃ⪁人が㌿ಽしືけなくなࡗてᩆᛴ㌴でᛴ性ᮇ病院にᦙ㏦され、

検査の上、⭜᳝᳝体㦵ᢡと診᩿されたሙྜ、ከくはᡭ⾡がᚲ要でないため、入

院を᩿られるか、入院できてࡶ᪩ᮇに㏥院を່められることになる。しかし、

コࣝࢭッࢺを╔⏝したとしてࡶ、⮬❧できるࣞࣝになるまで 1㹼2 㐌㛫では

฿ᗏ㊊りない。つまり、病院から⮬Ꮿにᖐࡗたとしてࡶ⮬❧した⏕άができな

い。有床診療所はこのようなᝈ者を受け入れ、ࡑの㛫に㦵癒ྜの確ㄆをし、ᚲ

要であれࡤ㦵⢒㧼の⸆≀療をしながらࣜࣜࣅࣁを進めることができる。

さらに୪行して、護保㝤の申ㄳを῭まࢣ、ࡏマ࣮ࣕࢪࢿと連携して㏥院後

の⏕άࣉランを❧てる➼のᑐᛂを取ࡗている施設はከい。これࡶ、有床診療所

が地域のᝈ者のࢬ࣮ࢽにᛂえている重要な役割であるとᛮࢃれる。  

また、整形外科有床診療所の入院機能として、㛵⠇・⬨᳝ᝈ・ࣜ࢘マチ➼

៏性ᝈのᡭ⾡をᐇ㝿に行ࡗている施設ࡶあるし、ᩆᛴ医療のึᮇ療とし

て外യᝈ者➼を受け入れ、㦵ᢡᡭ⾡➼࣮ࣃ࣮࢟ࢺ࣮ࢤの役割をᢸࡗている施

設ࡶある。㏫にᛴ性ᮇ病院より在ᏯへのᶫΏしとしてのᝈ者ࡶ受け入れるሙ

 。ከいࡶྜ

とこࢁが、平ᡂ 26 年ᗘ診療報㓘改ᐃにおいて、「7 ᑐ 1 入院基本ᩱ」の施設
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基‽として「⮬Ꮿ➼への㏥院ᝈ者割ྜ 75�௨上」の要௳が加ࡗࢃた。これらは、

⮬Ꮿࡔけでなく、在Ꮿᖐ⋡➼の基‽が設ᐃされた病Ჷ�地域ໟᣓࢣ病Ჷ、

回ᮇࣜࣁ病Ჷ、在Ꮿᖐ機能強化加⟬を⟬ᐃする療㣴病Ჷ�への㌿Ჷࡶ分Ꮚ

としてཧ入できるが、有床診療所はྵまれていなかࡗた。この結果、有床診療

所でᛴ性ᮇ病院からの㌿院ᝈ者がᛴ減した。 

ࢃとして取りᢅ「Ꮿ➼㏥院ᝈ者⮬」ࡶの後の改ᐃで、有床診療所への㌿院ࡑ

れるようになࡗたࡶのの、すでにࡑの㛫に㌿院の࣮ࣝࢺが有床診療所を経⏤

しないࡶのに固ᐃしてしまࡗたࡏいか、ᛴ性ᮇ病院から有床診療所への㌿院

となるὶれが௨前のᵝに回していない。結果ⓗに✵床が増加し、整形外科有

床診療所の㐠営に支障をきたしている。 

2018 年の日本⮫床整形外科Ꮫ会有床診療所࣮࣡࢟ンググ࣮ࣝࣉの調査では、

整形外科有床診療所における病床✌働⋡は 62�⛬ᗘであࡗた。病床✌働⋡のప

ୗは経営に直᥋ࢪ࣮࣓ࢲをえる。これに加え、働き方改革（職員はᴦになる

が開設者の㈇ᢸはಸ増）、⤥㣗のコࢺࢫッࣉ・職員⤥Ỉ‽の上᪼➼の経費

の上᪼が続いている。 

2013、ࡶかに 年の福岡ᕷ整形外科有床診療所ⅆ⅏の後、2016 年にはᾘ㜵

法施行つ๎が改正され、㑊㞴のためにຓがᚲ要なᝈ者がいる 4 床௨上の有

床診療所について、ཎ๎として、ᘏ床面✚にかかࢃらࣜࣉࢫ、ࡎンࢡラ࣮設

備の設置を義務けることになࡗた。これは↓床化するかうか㏞ࡗていた

有床診療所にとࡗてࡦとつのࣝࢻ࣮ࣁになる。つまり、現在ࣜࣉࢫンࢡラ࣮ᮍ
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設置の整形外科有床診療所は↓床化ண備㌷と言える。 

さらに、コロナによる外᮶ᝈ者のᴟ➃な減ᑡがこれに㏣いᡴࡕをかける。ࡶ

とࡶと外᮶収入のり上げで病床の赤Ꮠ分を⿵ሸしてきた整形外科有床診療

所にとࡗて、外᮶収入の減ᑡは経営を直ᧁしている。この現状ではⱝい整形外

科医が᥇⟬性と医師としての⏕άの㉁の面で有床診療所をᩗ㐲するのࡶ↓理

はない。有床診療所を㐠営している医師であࡗてࡶ、年に一回くらいはᐙ᪘で

᪑行に行きたいとᛮうのは⮬↛ないである。 

 

 

��3�2 ᨵၿ⟇  

ከくの問㢟は、マン࣮࣡ࣃのᢞ入にᑐしてぢྜう収入が得られないことに

㉳ᅉする。有床診療所は地域ໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣの㘽となると言ࢃれながらࡶ、

有床診療所には地域ໟᣓࢣ病床の入院ᩱがㄆめられていない。また、回ᮇ

 。ㄆめられていないࡶン病床ࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁࣜ

ᝈ者・ᐙ᪘にとࡗてࡶ㌟㏆なሙ所でࣜࣜࣅࣁを受けられることは有⏝であ

る。有床診療所が今後さらにࣜࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁンを✚ᴟⓗ・有ຠに提供してい

く体制を得られるように、入院基本ᩱのッࣉとඹにこれらの加⟬をᐇさ

れࢃることが、整形外科有床診療所の減ᑡにṑṆめをかける上で重要とᛮࡏ

る。ⱝい整形外科医がᕼ望を持ࡗて有床診療所経営にᣮめる⎔ቃを整えるこ

とが望まれる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（白紙） 
  


